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文教委員会資料

 新川崎地区小学校建設用地の取得関係

２

１ 取得の目的

 近年の大規模共同住宅の建設により、人口流入が続いている新川崎地区において、良好な教

育環境の維持のため新設する小学校の建設用地を取得するものである。 

２ 取得金額

  ８，０６７，９１２，４９６円 （４８１，６００円／㎡×１６，７５２．３１㎡）

３ 買入れの相手方

  株式会社 ゴールドクレスト

４ 取得用地

  幸区新小倉５４５番５０のうち  １２，０８７．０１㎡

  幸区新小倉５４５番８３      ４，２０７．５１㎡

  幸区新小倉５４５番８４        ４５７．７９㎡

                計 １６，７５２．３１㎡ 

５ 取得後のスケジュール（予定）

  令和２年度中   基本構想・基本計画の内容検証・見直し

  令和３～４年度  基本設計・実施設計の見直し

  令和５～６年度  小学校新築工事

  令和６年度    通学区域の決定・学校名の正式決定

  令和７年度    小学校開校・外構工事

６ 残地補償の概要

  「２ 取得金額」に加え、幸区新小倉５４５番５０のうち取得予定地を除いた残地について、

価格の低下、利用価値の減少等が生じることから、市の損失補償基準に基づき、その損失額を

補償する。

（１） 残地補償額

１３５，９０６，７２８円 （１４，６００円／㎡×９，３０８．６８㎡）

     取得予定地と残地の平米単価差額＝４８１，６００円／㎡－４６７，０００円／㎡

                    ＝ １４，６００円

（２） 補償の相手方

株式会社 ゴールドクレスト

（３） 地番

 幸区新小倉５４５番５０のうち  ９，３０８．６８㎡



３

７ 川崎市財産条例〈抜粋〉

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号の規定により、議会

の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格８０，０００，０００円

以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件１０，０００

平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは

売払いとする。

８ 地方自治法〈抜粋〉

  （議決事件）

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

８ 前２号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条

例で定める財産の取得又は処分をすること。

（参考）小学校用地取得予定地位置図


